
 

 令和 2 年 2 月 28 日  

 

総合評価方式（工事）技術資料 収受印制度の取扱いに係る質疑応答について 

 

「総合評価方式（工事）技術資料 収受印制度の取扱いについて」において、文書内にわ

かりにくい表現がありましたので、質疑応答を作成し再度お知らせします。 

ついては、内容をご確認のうえ、適切に対応して頂きますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入札参加業者からの質問 県回答

①

令和２年2月1日以降公告分の工事の入札案件で、

既に発注者が押印した下記２つの評価項目の「全

県適用押印済み資料」は、使用可能か。又は、再

発行を県へ求めるべきか。

・【県管理公共土木施設に関する維持管理業務ま

たは海岸漂着物の回収業務の契約実績】

・【県管理道路を含む除雪業務の契約実績】

これら２項目は、令和2年2月１日以降、「全県適

用」は出来なくなりますが、発行事務所管内適用

の「押印済み資料」としては、そのまま使用でき

ます。（令和２年７月３１日（５月３１日を読み

替え）まで使用可能）

よって、県へ「押印済み資料」の再発行を求める

必要はありません。

なお、これら２項目以外の「全県適用」の取扱い

は変更がなく、そのまま令和２年７月３１日まで

使用できます。

②

令和元年12月17日付け文書の記１に、『上記取

扱いに伴い、技術資料を修正する』とあるが、誰

が修正するのか。

【添付（参考）参照】

修正する対象は、令和２年2月1日以降公告する工

事の技術資料であり、発注者の方で修正します。

なお、発注者から既に発行された押印済み資料

は、修正の必要はありません。

③

上記文書により、技術資料に追記する『【注②】

対象工事、有効範囲など評価対象が異なる押印済

み資料の誤提出は、当該評価項目の加算点をゼロ

点とする』

の具体的な例をあげて欲しい。

別添【事例】のとおりです。

質疑応答集



【事 例】

①ある工事の公告があり、企業の優良工事表彰の技術資料は資料①のとおり

②（株）◯◯建設は押印済み資料（資料②）を提出

③技術資料（資料①）で求めている評価対象（対象工事、有効範囲など）と、押印済み資料（資料②）の評価対象の内容が異なる

④押印済み資料（資料②）は技術資料（資料①）と見なせないので、当該工事の企業の優良工事表彰の加算点はゼロ点

  工事種別がﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

工事でない

  有効範囲が過ぎている

※押印済み資料を使用する場合は、その評価対象が、当該入札案件で求めている条件と合致することが必要です。

合致しない場合は、通常どおり必要な技術資料の提出をお願いします。


